
様式第十二号 (第十条の十四関係 )

50007551

特 別 管 理 産 業 廃

住 所 岡山県久米郡美咲町吉ケ原

氏 名 株式会社ユアック

393番 地

廃棄物

代表取締役 赤本体

の燿理及|び清掃に関する法律第14条の4第 1項の許可を受けた者である
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許可の年 月 日

許可の有効期限 令不白1 2年 1112.月 |1217,日
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1 事業の範囲

(1)事業の区分

収集、連搬 (不責替え保管を除く。)

(2)産業廃棄物の種類

収集、運搬 (積替え保管を除く。)

①廃油・揮発油等、②廃酸・腐食性、◎癖アルカリ・腐食性、④特)廃 PCB等、

⑤特)PCB汚 染物、⑥特)

)汚泥、⑩特)廃油、①特)

じん (以上 14種類 )

※③く③、⑩、①、⑫、④及び④に含ま

る。

※④、⑤及び⑥については、低濃度PC

新 更 σ)

新規許可

有

P cI母 :処理物、⑦特)廃石綿等、③特)燃え殻、③特

廃1酸(③特)廃アルカリt⑬特)鉱さい、⑭特)ばい
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2 許可の
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4 積替え許可

5 規則第 10条の 12第 る許 の提出の有無イこ
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許可証別紙 1

特定有害産業廃棄物の種類

特定有害産業廃棄物で下表の有害物質を含むものと
・表中の

・表中の

・表中の

‐!0 1050007551

「◎」は「積み替え保管を含む。」で扱 うことができるもの。

「①」は「積み替え保管を除く。」で扱 うことができるもの。
「一」は扱うことができないもの。
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